
平成 29年 1月 26日 

久留米市介護保険課 

総合事業における新サービスの圏域外指定フローチャート 

 

 

施設所在地の保険者における

総合事業の指定（みなし指定を

含む。）を受けていますか。 

久留米市の総合事業サー

ビスの指定を受けること

はできません。 

いいえ 

事業所は、圏域外指定の対象と

なる市町村にありますか。 

久留米市の総合事業の指定基

準を満たしていますか。 

久留米市内に居住している利

用者に対するサービスを提供

しますか。 

久留米市介護保険課に久留米市の

総合事業サービスの指定申請を行

ってください。 

いいえ 

久留米市介護保険課に久留米市の

総合事業サービスの指定申請を行

ってください。 

※申請時に久留米市被保険者の利用者 
名簿を添付してください。 
その利用者について指定を行います
ので、その利用者のサービス利用が
終了したら、廃止届を提出してくだ
さい。 

施設所在地の保険者における

総合事業の指定を受けてくだ

さい。 

平成 29 年 3 月時点で、事業

所を利用している久留米市

の被保険者がいますか。 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 


